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選択式 労一般　空欄Ｄ

選択式 労働一般  Ｄ あ 

 Ｂ（⑨地域） 別最低賃金は、同法によれば Ｂ

（⑨地域） における労働者の生計費及び賃金並びに

通常の事業の Ｄ ⑪賃金支払能力 を総合的に勘案

して定められなければならないとされており、労働者

の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文

化的な最低限度の生活を営むことができるよう、 Ｅ

（⑦生活保護） に係る施策との整合性に配慮するも

のとされている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
楽習スルーノート No.088 ｐ.2 

４ 地域別最低賃金 
 
(1) 
② 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費

及び賃金並びに通常の事業の Ｂ 賃金支払能力 を

総合的に勘案して定められなければならない。 
③上記②の労働者の生計費を考慮するに当たっては、

労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことが

できるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮す

るものとされている。 


